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はじめに

日頃は社会福祉協議会の事業推進に、ご理解、ご協力賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、西区地域福祉活動計画（以下「活動計画」）におきましては、第１次活動計画を策定してから、早いもので

20年が経過しました。

第5次活動計画についても、これまでと同様、住民の方、福祉関係者、行政関係者など、多くの西区関係者の

方にご意見等いただきながら策定作業を進めてきており、まさに住民参加型のボトムアップによる計画づくりを

進めてきました。

計画策定にご参画いただいた皆様におかれましては、厚くお礼申し上げます。

さて、第4次活動計画期間（令和元年度～令和5年度）は、コロナ禍の影響を大きく受けたため、多くの

実施事項が中止を余儀なくされ、全体的には不完全燃焼で終えることになりました。

それらを鑑み、今回の計画では、第4次活動計画からの流れを継承しつつ、〝アフターコロナ〟を意識した

新たな要素を加えた構成になっています。

具体的には、従前から取り組んできた、「福祉の担い手不足」、「顔の見える関係づくり」といった普遍的とも

いえる地域福祉課題に加え、「8050世帯」、「ヤングケアラー」、「ダブルケアラー」など、新たに顕在化してきた地

域福祉課題への対応を盛り込む形で策定作業を進めてまいりました。

最後になりますが、本計画から、全体目標「誰も取り残さない、地域で暮らすみんなが自分らしく暮らせる西区に

しよう」を設定しました。

皆様にご協力をいたただきながら、〝地域で暮らすみんなが自分らしく暮らせる西区〟を目指していきたいと

考えておりますので、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

第５次西区地域福祉活動計画　策定作業委員会　委員長
社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会　会長

　　　　　　　　　　　 　堀　場　光　二
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１　「西区地域福祉活動計画」とは

２　第４次活動計画について

西区地域福祉活動計画（以下「活動計画」）は社会福祉協議会（以下「社協」）が主体となり、地域住民、福祉関係
施設・団体、行政機関等に参画いただき策定した、西区の福祉のまちづくりの推進に向けた行動計画で、西区の福
祉計画としての位置づけになっています。
活動計画は、行政機関等が主体的に進める行政計画に類するものではなく、地域住民を始めとした西区の関係
者の皆様に関わっていただきながら推進していく、〝住民参加型〟の計画となります。
なお、活動計画は第１次計画（計画期間：平成１６年度～２０年度）から始まり、今回が第５次計画（計画期間：令
和６年度～１０年度）となります。

第４次活動計画は、令和元年度から５年度の期間で策定。第３次活動計画からの継続性を考慮し、下記３つの
基本目標は据え置き、基本目標ごとに推進チームを立ち上げ、推進体制を整備しました。

Ａチーム　「地域支えあい活動のより一層の推進」

Ｂチーム　「あらゆる組織の福祉的ネットワーク推進」

Ｃチーム　「地域福祉活動へ参加する人材の育成」

（１）第４次活動計画概要

第４次活動計画期間（令和元年度～５年度）においては、未曾有の国難ともいえる新型コロナウィルス感染症の
流行（令和２年１月～）に伴い、対面で交流を行うことが難しい状況が生じ、様々な活動、イベントごとが実施できな
くなりました。
第４次活動計画の実施事項のほとんどが、対面での交流、つながりづくりを前提としていたため、特に令和２年
度から４年度にかけては、多くの実施事項に着手できない状況となりました。
コロナ禍の落ちついてきた令和４年度下半期からは、国の出した「Withコロナ」の指針の下、地域福祉活動へ
の制限が緩和されたことを受け、推進チーム内で検討を重ね、必要に応じて計画記載事項の見直しを図りなが
ら、オンラインツールを活用した〝新しい形〟での交流・情報発信、区内専門学校生に作成していただいた動画の
配信など、コロナ禍でも実施可能な事項に取り組んでまいりました。

西区社協のホームページのリニューアル、公式LINEアカウント、ブログを開設
しました。

（２）第４次活動計画総括

Ａチーム　地域支えあい活動のより一層の推進

Ｂチーム　あらゆる組織の福祉的ネットワークの推進

≪第４次活動計画の主な実施事項≫

社協ホームページのリニューアル、ＬＩＮＥ、ブログを活用した情報発信の開始

車いす体験など福祉に関する体験等を盛り込んだ「ふくし講座プログラム」を
作成。

「ふくし講座プログラム」の作成

誰もが楽しめるスポーツ「ボッチャ」を通じた交流会を開催。

※年齢、性別、障がいのあるなしにかかわらず、すべての人が一緒に競
い合えるスポーツで、パラリンピックの正式種目。

ボッチャ※交流会の開催

区内福祉施設、サロン運営者、地域住民（区政協力委員、民
生委員等）等を対象に、〝地域のつながりづくり〟について考え
るセミナーを開催。

〝地域のつながりを考えるセミナー〟の開催

地域デビューきっかけ講座の開催

地域活動への参加きっかけづくり
講座（地域デビューきっかけづくり講
座）として、コーヒー講座を開催。

「生涯青春の輝きをみるみる展」
（高齢者福祉施設を利用する方等の作品展）

高齢者福祉施設を利用する方等
の作品展を実施。

Ｃチーム　地域福祉活動に参加する人材の育成
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３　西区の現状
３　西区の現状

●総人口、出生数の減少。
●高齢者人口、高齢化率ともに減少。
●生産年齢人口（15歳～64歳）、転入者の増加。
●世帯数の増加に比して、１世帯当たりの人員数は減少。

⇒ 生産年齢層の単身世帯（15歳～64歳）の増加。

①人口動態（西区）

（１）統計データ　※第４次活動計画策定年度との比較

総人口
　・15歳未満
　・15～64歳
　・65歳以上
　・年齢不詳
世帯数
　・１世帯当たりの人員数
高齢化率
出生数
転入数

149,830人
17,133人
94,309人
36,077人
2,311人

72,629世帯
2.06人
24.5%
1,297人
9,945人

147,125人
16,749人
94,660人
35,716人

76,013世帯
1.99人
24.3%
1,083人
10,673人

△2,705人
△384人
351人
△361人
△2,311人
3,384世帯
△0.07人
△0.2%
△214人
728人

②要介護者等データ（名古屋市全体）

65歳以上の被保険者数（第1号）
要介護・要支援者数
　第1号被保険者数
　　（要介護等出現率）
第2号被保険者数
要介護認定者割合

567,685人
111,626人
109,416人

19.3%
2,210人
65.6%

572,950人
118,934人
116,641人

20.4%
2,293人
66.8%

5,265人
7,308人
7,225人
1.1％
83人
1.2%

項　　　目 平成30年度 令和4年度 差　異

●被保険者数の増加数に比して、要介護・要支援者数の増加数が高い。
●要介護等出現率、要介護認定者割合が増加。

項　　　目 平成30年度 令和4年度 差　異

③精神障害者保健福祉手帳所持者数（名古屋市）

西区
名古屋市全体

1,562人
25,695人

2,092人
33,913人

530人
8,218人

平成30年度 令和4年度 差　異

●人口減少に比して、精神障害者保健福祉手帳所持者が増加。

④地域福祉活動の状況（西区社協関連事業より抜粋）

〇はつらつ長寿推進事業（「ニコニコ西くらぶ」）
65歳以上の方を対象に、介護予防、仲間づくり取り組む事業。

延べ参加者数 7,918人 7,183人 △735人
平成30年度内　　容 令和4年度 差　異

〇ボランティア相談件数
ボランティア活動希望者、ボランティア派遣依頼数をあわせた件数。

相談件数 77人 27人 △50人
平成30年度内　　容 令和4年度 差　異

〇ふれあい・いきいきサロン数（子育てサロン含む）
気軽に出かけ、仲間づくりや生きがいづくりを目的とした地域の中の居場所。

把握件数 129カ所 145カ所 16カ所
平成30年度内　　容 令和4年度 差　異

〇子ども食堂数
子どもが安心して食事ができる機会を提供し、地域の子どもの健やかな育ちを支援、また、地域住民の交流拠
点として開催。

把握件数 4カ所 8カ所 4カ所
平成30年度内　　容 令和4年度 差　異

〇サロン運営助成金実績
サロン、子ども食堂の開催回数に応じて支給する助成金。

把握件数
（１サロンあたりの助成平均額）
※参加人数、開催回数により助成額増減

2,408,000円

18,666円

3,950,000円

27,241円

1,545,000円

8,575円

平成30年度内　　容 令和4年度 差　異

〇ふれあい給食サービス（会食）
ひとり暮らし高齢者等が一堂に会し、食事（会食）を通じて交流するサービス。

実施回数 151 23 △128
平成30年度内　　容 令和4年度 差　異

メモ

メモ

メモ
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〇ふれあい給食サービス（会食）
ひとり暮らし高齢者等が一堂に会し、食事（会食）を通じて交流するサービス。
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第５次活動計画を策定するにあたり、現在の西区の「地域福祉課題」の洗い出しを行いました。
洗い出した「地域福祉課題」解決に向けて、第５次計画で取り組む「目標」を設定しました。

〇天神山福祉会館
高齢者の福祉の増進に寄与することを目的に設置。

利用者数
（西区高齢者1人あたりの平均利用回数）

49,910人
1.3回

10,522人
0.2回

△39,388人
△1.1回

平成30年度内　　容 令和4年度 差　異

利用者数
（西区１５歳未満児童1人あたりの平均利用回数）

39,308人
2.2回

14,849人
0.8回

△24,459人
△1.4回

平成30年度内　　容 令和4年度 差　異

〇西児童館利用者数
遊びを通して子どもたちの健やかな成長を図り、情操を豊かにすることを目的に設置。

（2）西区の「地域福祉課題」

住民同士が交流する場所が少ない

●コロナ禍による事業の中止、縮小開催などにより、各事業とも利用人数が減少。

⇒ 地域住民の外出、交流の機会が減少。一方、サロン、子ども食堂数は増加、コロナ禍
でも、工夫を凝らしながら活動に取り組んでいただいている。

●住民同士の交流の場が減ってきた。
●閉じこもりがちな方が外出したくなるイベン
トの企画。

地域コミュニティの希薄化

●地域でつながるメリットを感じていない。
●オンラインによるコミュニケーションの発達
でつながりの希薄化が加速。

地域住民・施設、企業などの
つながりが希薄

●各分野の専門知識、ノウハウの共有。
●身近に福祉の相談先があると良い。

必要な福祉情報がキャッチできない

●福祉についてどこ（誰）に相談していいかわ
からない。
●情報のデジタル化により、ツールが使えない
方が取り残される。

住民等が福祉に触れる機会が減少

●障害児・者のいる世帯の中には、地域とつな
がりが希薄なところもある。
●学生に福祉と関わってもらう機会を増やし、
家庭内で話題にしてもらう。

若い世代が福祉について
知る機会が少ない

●若い世代に介護や福祉に興味を持っていた
だきたい。
●教育機関と地域福祉のつながりを増やす。

ボランティア等の担い手不足

●ボランティア活動への関心が低下（特に現役
世代を始めとした若い世代）。
●活動への参加方法がわかりづらい。

３　西区の現状

高齢者の社会と関わる機会が減少

●高齢者は役割を持つことで元気になる。
●コロナ禍で高齢者の外出機会が減少、ADL
の低下。

インフォーマルサービスの不足

●高齢者の買い物、掃除、傾聴。
●地域によって社会資源（交通の便、買物場所
等）に偏り。

「高齢者へのアプローチ」目標2

「交流の場づくり」目標1

目標3

目標4
目標5

目標6

「地域生活を支える
　　　　　 仕組みづくり」

「垣根のない地域住民等の
　　顔の見える関係づくり」

「必要な福祉情報の
　　　　　　　整理、発信」

目標7 「〝福祉（ふくし）〟への
　　　　　　  　理解促進」

目標9 「人材の発掘と
 ボランティア継続への支援」

目標8 「児童、生徒、学生への
　　　　　  　アプローチ」

「地域の福祉施設・団体、
　　企業が協働した
　　　　　つながりづくり」

メモ
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４　第５次西区地域福祉活動計画策定経過

①第４次活動計画の〝継承〟
前述のとおり、第４次活動計画期間はコロナ禍の影響が甚大で、多くの記載事項が中止、見直しを余儀なくさ

れ、宙に浮いた状態になっているものも散見されています。
また、西区の伝統として息づいている、製菓会社を始めとした企業との連携、人権教育の視点などから、性自認
についてや、相談事業を行い部落差別（同和問題）解消に取り組む西文化センターとの連携といった、普遍的に継
続、継承していくべき事項もあります。
コロナ禍の影響で実施できなかった項目への対応、西区の伝統を引き継いでいくという観点から、基本原則と

して、第４次活動計画の理念、考え方を第５次活動計画へ継承していきます。

②〝アフターコロナ〟を見据える
コロナ禍により、外出、住民同士が交流する機会が減少したことに伴い、ご近所づきあいの急速な希薄化、フレ

イル※を起因とする要介護者の増加など、新たな「地域福祉課題」が顕在化してきています。
それに付随して、オンラインツールの発達、衛生面への意識向上など、コロナ前に比べ、我々の意識、生活様式
に変化が生じています。
それらの社会情勢の変化を鑑み、〝アフターコロナ〟を見据えた、計画づくりに取り組みました。

※医学用語である「frailty（フレイルティー）」の日本語訳で、加齢に伴い、筋力や心身の活力が低下し、介護が必要になりやすい、
健康と要介護の間の虚弱な状態のこと。

③〝新たな〟つながりの構築
第１次活動計画策定時から２０年が経過しました。この間、住民同士、ボランティア、福祉専門機関など、様々な

つながり、ネットワークが構築されました。
また、西区社協においては、令和４年度から「地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業」※を受託

し、８０５０問題に代表される、複合的な困りごとへの支援に加え、様々な機関と協働した地域のつながりづくりに
向けた取り組みを進めています。
上記を踏まえ、既存のつながりを大切にしつつ、福祉関係者、企業、教育機関など〝新たな〟つながりづくりを進

めていきます。

※子ども・障害・高齢・生活困窮といった分野ごとの支援体制では対応できないような「複雑化・複合化した支援ニーズ」に対応する
支援体制を構築するものです。既存の相談支援や地域づくり支援の取組みを活かし、属性を問わない「相談支援」「参加支援」
「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施します。

（１）第５次活動計画策定のポイント

第５次活動計画策定にあたり、計画全体に一体感を持たせることを目的に、新たに「全体目標」を設定しました。
また、今回、新たな取り組み事項が盛り込まれていることも考慮し、３つの「基本目標」の〝ブラッシュアップ〟を行
いました。

（2）「全体目標」の設定、「基本目標」のブラッシュアップ

策定作業を進めるにあたり、計画の決定、全体調整を行う「策定作業委員会」、基本目標ごとに具体的な取組み
内容について検討を行う「ワーキングチーム会議」を設置しました。　

（3）策定作業委員会・ワーキングチーム会議

①策定作業委員会

3月9日
7月13日
11月10日
令和6年3月14日

日　程

①ワーキングチーム会議

6月8日※

7月3日
8月7日
9月4日
10月13日※

11月7日
令和6年1月29日
2月20日※

6月8日※

7月12日
8月10日
8月31日
9月27日
10月13日※

10月31日
12月5日
令和6年2月1日
2月20日※

6月8日※

7月6日
8月3日
9月7日
10月13日※

11月2日
令和6年1月11日
2月8日
2月20日※

日　　程
Aチーム Bチーム Cチーム

策定作業委員会

※…ワーキングチーム会議全体会

Ａチーム　ワーキングチーム会議

Bチーム　ワーキングチーム会議

Cチーム　ワーキングチーム会議

≪基本目標≫

≪全体目標≫

「地域支えあい活動のより一層の推進」
「あらゆる組織の福祉的ネットワーク推進」
「地域福祉活動へ参加する人材の育成」

チーム

Ａ
Ｂ
Ｃ

「つながり支えあう地域づくり支援」
「人や組織の顔の見える関係づくり」
「地域福祉の入り口づくりと継続支援」

４　第５次西区地域福祉活動計画策定経過

第４次活動計画　基本目標 第５次活動計画　基本目標

～誰も取り残さない、地域で暮らすみんなが自分らしく暮らせる西区にしよう～
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（１）第５次活動計画策定のポイント

第５次活動計画策定にあたり、計画全体に一体感を持たせることを目的に、新たに「全体目標」を設定しました。
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（2）「全体目標」の設定、「基本目標」のブラッシュアップ
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①策定作業委員会
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7月13日
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令和6年3月14日

日　程

①ワーキングチーム会議

6月8日※

7月3日
8月7日
9月4日
10月13日※

11月7日
令和6年1月29日
2月20日※

6月8日※

7月12日
8月10日
8月31日
9月27日
10月13日※
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2月20日※

6月8日※
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Ａチーム　ワーキングチーム会議
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Ａ
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「人や組織の顔の見える関係づくり」
「地域福祉の入り口づくりと継続支援」

４　第５次西区地域福祉活動計画策定経過

第４次活動計画　基本目標 第５次活動計画　基本目標

～誰も取り残さない、地域で暮らすみんなが自分らしく暮らせる西区にしよう～

❽ ❾



５　第５次西区地域福祉活動計画体系図

（ １ ）交流のできる「居場所」づくり

（ ２ ）地域活動への参加促進

（ ３ ）フレイル予防と連動した働きかけの促進

（ ４ ）住民の生活上の困りごとを把握する仕組みづくり

（ ５ ）インフォーマルサービスの活用推進

１ 交流の場づくり

２ 高齢者へのアプローチ

３ 地域生活を支える
　仕組みづくり

（11）“福祉（ふくし）”に触れる機会を増やす

（12）“双方向”でふれあい、学び合う機会をつくる

（13）地域、学校等と協働した働きかけ

（14）活動につながる「人材」を発掘する取り組み

（15）活動の継続に向けたフォロー体制づくり

７ 〝福祉（ふくし）〟への理解促進

８ 児童、生徒、学生への
　アプローチ

９ 人材の発掘と
　ボランティア継続への支援

（ ６ ）地域住民みんながつながれるイベント開催

（ ７ ）災害に備えたつながりづくり

（ ８ ）地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり

（ ９ ）分野を超えた相互理解の場づくり

（10）必要な情報を必要な人に届ける取り組み

４ 垣根のない地域住民等の
　顔の見える関係づくり

５ 地域の福祉施設・団体、
　企業が協働した
　つながりづくり

６ 必要な福祉情報の整理、発信

つながり支えあう
地域づくり支援

全体目標 基本目標 目　　標 実施事項
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６　第５次西区地域福祉活動計画実施事項

Ａチーム 「つながり支えあう地域づくり支援」

交流の場づくり

コロナ禍により、ふれあい・いきいきサロンなど地域活動も自粛を余儀なくされ、参加者の減少、運営側のモ
チベーションの低下などにより、サロン活動自体が廃止になるなど、地域の中で交流する場所、機会が減少し
てきています。

また、引きこもりなどを理由に、社会とのつながりを持てない方への支援も課題となっており、その方達が、
社会、地域とつながることができる「居場所」の必要性も高まっています。

≪現在課題になっていること≫　

ふれあい・いきいきサロン等の地域の中での「居場所」に、より多くの方に参加していただけるよう働
きかけを行います。また、対面での交流にとらわれない、それぞれの個性、趣向に合わせた「居場所」づ
くりについても検討を進めます。

（１）交流のできる「居場所」づくり

対面での交流を前提とする、ふれあい・いきいきサロン等「居場所」の新規開設、継続支援に加え、対面での
コミュニケーションを苦手とする方が交流、引きこもり等つながりを持つことのできる、オンライン等を活用し
た新しい形の「居場所」について検討を行います。

≪課題を解決するための目標≫

（15） 活動の継続に向けたフォロー体制づくり
≪一緒に推進していく実施事項≫

●ふれあい・いきいきサロンの新規開設、継続支援。
●参加支援拠点「ふらっと・ぷらっと」※のさらなる充実。
●コミュニケーションを苦手とする方などが交流できる、

オンライン等活用した新たな「居場所」について検討。
※「重層的支援体制整備事業」の中で、引きこもり等の方が、社会とつながる一歩を踏み出す準備の場として運営

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

調査・検討 検討・準備 準備 準備・実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

地縁組織やボランティア等地域活動の担い手の固定化、また、特に男性は、定年後の世代で活動の中心と
なるべき人材が不足しています。

また、コロナ禍での地域活動等の中止、自粛により、興味のある方が活動に結びつかなかったり、高齢者の
中には、外出、交流の機会が減少したことで、フレイル状態となる方が増えているなど、悪循環に陥っている傾
向があります。

≪現在課題になっていること≫　

既存のボランティア団体等と連携し、高齢者に向けて地域活動に関心を持ってもらえるような企画を
検討、実施します。

また、ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）等を活用した情報収集・発信・共有に興味を持っていた
だく取り組みを実施し、自ら活動に関する情報を得てもらうことで、地域活動への参加を促進します。

（2）地域活動への参加促進

高齢者に対し、地域で活躍できる機会の創設、ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）※等の活用促進など
を進め、地域活動等の新たな担い手になっていただく。また、健康面に不安のある方も参加しやすいように、
フレイル予防と連動した取り組みについても検討を進めます。

※人と人との社会的なつながりを維持・促進する様々な機能を提供する、会員制のオンラインサービス。

≪課題を解決するための目標≫

（ 3 ） フレイル予防と連動した働きかけの促進
（10） 必要な情報を必要な人に届ける取り組み
（14） 活動につながる「人材」を発掘する取り組み

≪一緒に推進していく実施事項≫

●既存のボランティア団体や地域団体と連携し、地域活動
への関心をもっていただく講座等の実施。

●高齢者向けにスマートフォン、ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）等に関する講座等の実施。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

検討・試行実施 開催 → → →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

目標１

高齢者へのアプローチ目標2
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コロナ禍により、高齢者の外出、交流の機会の減少に伴い、フレイル予防の必要性が高まっていま
す。これを踏まえ、各機関の実施するフレイル予防事業等を切り口に、地域活動やボランティア活動に
参加できるような取り組みを進めます。

（3）フレイル予防と連動した働きかけの促進

（ 2 ） 地域活動への参加促進
≪一緒に推進していく実施事項≫

●いきいき支援センターや保健センターと連携した
フレイル予防へのイベントを企画し、高齢者自身が
生きがい、役割を得られる仕組みと、それらの人材
が担い手として活躍できる場づくりをつくる。（ボッチャ、カローリング等）

●YouTube等の動画配信を通した介護（フレイル）予防への取り組みをすすめる。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

企画・実施 → → → →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

従前の、行政機関、社協、いきいき支援センター等専門機関による困りごとの把握に加え、ふれあい・
いきいきサロン等の地域活動、地域にある福祉施設、企業等の協力を得て、地域の中で困りごとを把握
する仕組みについて検討を進めます。

（4）住民の生活上の困りごとを把握する仕組みづくり

少子高齢化、単身世帯の増加などにより、地域のつながりの希薄化が進み、地域の中で、支援の必要な方、
生きづらさを抱えている方を把握することが難しくなってきています。

また、介護保険制度等の公的サービスで対応できない、制度の対象にならない方が、地域で生活する上で、
傾聴、公的機関への手続きなど「ちょっとした困りごと」への支援ニーズが高まってきています。

≪現在課題になっていること≫　

様々な団体と連携して、地域住民の方の「ちょっとした困りごと」を、地域の中で把握する仕組みづくり、ま
た、そこで顕在化した「ちょっとした困りごと」を手助けするインフォーマルサービス※の活用について検討を進
めます。

※地域社会、ボランティア、NPOなどが提供する公的サービス以外のものを指します。

≪課題を解決するための目標≫

（ 8 ） 地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり
≪一緒に推進していく実施事項≫

●ふれあい・いきいきサロン等福祉活動の中から困りごと
を把握。

●地域にある福祉施設、企業等の協力を得た困りごとの把握。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

検討 実施 → → →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

西区内のインフォーマルサービス（生活支援）の情報を集約し、必要な時に必要な情報を提供できる
仕組みづくりについて検討します。また、地域のニーズに合った新しいサービスの開発を検討します。

（5）インフォーマルサービスの活用促進

（10）必要な情報を必要な人に届ける取り組み
≪一緒に推進していく実施事項≫

●西区内で利用できるインフォーマルサービス情報の把
握、集約。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

検討 モデル実施 → 検討・実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度
地域生活を支える仕組みづくり目標3

６　第５次西区地域福祉活動計画実施事項





コロナ禍により、高齢者の外出、交流の機会の減少に伴い、フレイル予防の必要性が高まっていま
す。これを踏まえ、各機関の実施するフレイル予防事業等を切り口に、地域活動やボランティア活動に
参加できるような取り組みを進めます。

（3）フレイル予防と連動した働きかけの促進

（ 2 ） 地域活動への参加促進
≪一緒に推進していく実施事項≫

●いきいき支援センターや保健センターと連携した
フレイル予防へのイベントを企画し、高齢者自身が
生きがい、役割を得られる仕組みと、それらの人材
が担い手として活躍できる場づくりをつくる。（ボッチャ、カローリング等）

●YouTube等の動画配信を通した介護（フレイル）予防への取り組みをすすめる。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

企画・実施 → → → →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

従前の、行政機関、社協、いきいき支援センター等専門機関による困りごとの把握に加え、ふれあい・
いきいきサロン等の地域活動、地域にある福祉施設、企業等の協力を得て、地域の中で困りごとを把握
する仕組みについて検討を進めます。

（4）住民の生活上の困りごとを把握する仕組みづくり

少子高齢化、単身世帯の増加などにより、地域のつながりの希薄化が進み、地域の中で、支援の必要な方、
生きづらさを抱えている方を把握することが難しくなってきています。

また、介護保険制度等の公的サービスで対応できない、制度の対象にならない方が、地域で生活する上で、
傾聴、公的機関への手続きなど「ちょっとした困りごと」への支援ニーズが高まってきています。

≪現在課題になっていること≫　

様々な団体と連携して、地域住民の方の「ちょっとした困りごと」を、地域の中で把握する仕組みづくり、ま
た、そこで顕在化した「ちょっとした困りごと」を手助けするインフォーマルサービス※の活用について検討を進
めます。

※地域社会、ボランティア、NPOなどが提供する公的サービス以外のものを指します。

≪課題を解決するための目標≫

（ 8 ） 地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり
≪一緒に推進していく実施事項≫

●ふれあい・いきいきサロン等福祉活動の中から困りごと
を把握。

●地域にある福祉施設、企業等の協力を得た困りごとの把握。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

検討 実施 → → →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

西区内のインフォーマルサービス（生活支援）の情報を集約し、必要な時に必要な情報を提供できる
仕組みづくりについて検討します。また、地域のニーズに合った新しいサービスの開発を検討します。

（5）インフォーマルサービスの活用促進

（10）必要な情報を必要な人に届ける取り組み
≪一緒に推進していく実施事項≫

●西区内で利用できるインフォーマルサービス情報の把
握、集約。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

検討 モデル実施 → 検討・実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度
地域生活を支える仕組みづくり目標3
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災害発生時の「共助」の力を高めるには、日頃からの地域のつながりが大切になります。地域におけ
る住民同士での助けあいの必要性や要援護者への配慮について、学区自主防災訓練への障がい当事
者の参加等により理解促進を図ります。

（7）災害に備えたつながりづくり

（ 6 ） 地域住民みんながつながれるイベント開催
≪一緒に推進していく実施事項≫

●自主防災訓練への障がい当事者の参加等により、災害発
生時における要援護者への配慮について理解促進を図る。

●防災に関する啓発事業で、地域住民のつながりづくりへの
意識を高める。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

検討 実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度
コロナ禍以前は、対面での交流を前提とした「顔の見える関係」づくりに向けた取り組みを進めてきました

が、コロナ禍での地域活動等の中止、オンラインツールの発達などにより、地域住民同士のつながりの希薄化
が加速してきています。

また、つながりの希薄化は「南海トラフ巨大地震」など、災害時の地域住民同士の「共助」に大きな影響を及
ぼすことが想定され、地域における顔の見える関係の再構築は急務となっています。

≪現在課題になっていること≫　

これまで福祉に関わったことがない人にも参加してもらいやすいように、テーマを「福祉」に限定しな
い、地域住民みんなが楽しめる内容のイベントを企画、それを通じた顔の見える関係づくりに取り組み
ます。

（６）地域住民みんながつながれるイベント開催

住民同士のつながりの大切さを伝えることで、年齢や属性などによって分断されない地域づくりを進め、日
頃から自発的に関わり合い、困ったときには助け合えるような顔の見える関係を目指します。

≪課題を解決するための目標≫

ヤングケアラー※や８０５０世帯などに代表される、多様な問題を抱えている世帯が増加、顕在化してきてお
り、高齢、障がい、児童など福祉関係者同士の分野を超えた連携の必要性が高まっています。

また、コロナ禍の影響もあり、学区等の地域活動の担い手の確保に苦慮し、活動を維持していくことが難し
くなってきています。一方、西区には社会貢献活動を活発に行っている福祉施設、企業が多くあり、各団体の
持つ強み、マンパワーを活かしたそれらの活動と学区等の地域活動をつなげていく取り組みも求められてい
ます。

※本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものこと。

≪現在課題になっていること≫　

福祉施設や企業等に、学区等の地域活動に目を向けてもらえるよう働きかけを行います。地域住民や福祉
施設、企業等が一体となって、高齢者や障がい当事者、子どもなど、誰もが住み慣れた地域でいつまでも暮ら
せるまちづくりを進めます。

≪課題を解決するための目標≫

（ 7 ） 災害に備えたつながりづくり
（ ８ ） 地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり
（11） 〝福祉（ふくし）〟に触れる機会を増やす
（12） 〝双方向〟でふれあい、学び合う機会をつくる

≪一緒に推進していく実施事項≫

●誰もが参加しやすく、「福祉」にとらわれないテーマ・内容でイベントを実施。
〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

継続実施 → 検討・実施 → →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

Bチーム 「人や組織の顔の見える関係づくり」

垣根のない地域住民等の顔の見える関係づくり目標4

地域の福祉施設・団体、企業が協働したつながりづくり目標5
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災害発生時の「共助」の力を高めるには、日頃からの地域のつながりが大切になります。地域におけ
る住民同士での助けあいの必要性や要援護者への配慮について、学区自主防災訓練への障がい当事
者の参加等により理解促進を図ります。

（7）災害に備えたつながりづくり

（ 6 ） 地域住民みんながつながれるイベント開催
≪一緒に推進していく実施事項≫

●自主防災訓練への障がい当事者の参加等により、災害発
生時における要援護者への配慮について理解促進を図る。

●防災に関する啓発事業で、地域住民のつながりづくりへの
意識を高める。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

検討 実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度
コロナ禍以前は、対面での交流を前提とした「顔の見える関係」づくりに向けた取り組みを進めてきました

が、コロナ禍での地域活動等の中止、オンラインツールの発達などにより、地域住民同士のつながりの希薄化
が加速してきています。

また、つながりの希薄化は「南海トラフ巨大地震」など、災害時の地域住民同士の「共助」に大きな影響を及
ぼすことが想定され、地域における顔の見える関係の再構築は急務となっています。

≪現在課題になっていること≫　

これまで福祉に関わったことがない人にも参加してもらいやすいように、テーマを「福祉」に限定しな
い、地域住民みんなが楽しめる内容のイベントを企画、それを通じた顔の見える関係づくりに取り組み
ます。

（６）地域住民みんながつながれるイベント開催

住民同士のつながりの大切さを伝えることで、年齢や属性などによって分断されない地域づくりを進め、日
頃から自発的に関わり合い、困ったときには助け合えるような顔の見える関係を目指します。

≪課題を解決するための目標≫

ヤングケアラー※や８０５０世帯などに代表される、多様な問題を抱えている世帯が増加、顕在化してきてお
り、高齢、障がい、児童など福祉関係者同士の分野を超えた連携の必要性が高まっています。

また、コロナ禍の影響もあり、学区等の地域活動の担い手の確保に苦慮し、活動を維持していくことが難し
くなってきています。一方、西区には社会貢献活動を活発に行っている福祉施設、企業が多くあり、各団体の
持つ強み、マンパワーを活かしたそれらの活動と学区等の地域活動をつなげていく取り組みも求められてい
ます。

※本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこどものこと。

≪現在課題になっていること≫　

福祉施設や企業等に、学区等の地域活動に目を向けてもらえるよう働きかけを行います。地域住民や福祉
施設、企業等が一体となって、高齢者や障がい当事者、子どもなど、誰もが住み慣れた地域でいつまでも暮ら
せるまちづくりを進めます。

≪課題を解決するための目標≫

（ 7 ） 災害に備えたつながりづくり
（ ８ ） 地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり
（11） 〝福祉（ふくし）〟に触れる機会を増やす
（12） 〝双方向〟でふれあい、学び合う機会をつくる

≪一緒に推進していく実施事項≫

●誰もが参加しやすく、「福祉」にとらわれないテーマ・内容でイベントを実施。
〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

継続実施 → 検討・実施 → →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

Bチーム 「人や組織の顔の見える関係づくり」

垣根のない地域住民等の顔の見える関係づくり目標4

地域の福祉施設・団体、企業が協働したつながりづくり目標5
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地域住民が知りたい、必要としている福祉情報を、世代別、カテゴリー別に把握、また、情報の発信方
法が多様化する中で、必要な人に必要な情報が届く仕組みについても検討します。

（10）必要な情報を必要な人に届ける取り組み

（ ２ ） 地域活動への参加促進
（ ５ ） インフォーマルサービスの活用促進
（14） 活動につながる「人材」を発掘する取り組み

≪一緒に推進していく実施事項≫

●福祉情報ニーズの把握方法の検討。
●受け手に合わせた柔軟な情報発信の方法を検討。
●スマートフォン、ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）に関する講座

の実施。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

→→調整・検討 実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

地域を構成しているのは地域住民だけではなく、その地域を拠点とする福祉施設や企業も含まれる
という考えのもと、福祉施設や企業に、地域のイベントへ参加していただくなど、地域住民・福祉施設・
企業をつなげる取り組みを実施します。

（8）地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり

現在、様々な機関が、紙媒体、インターネット、ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）など多様な方法で情
報発信を行っていますが、必要な人に必要な情報が届いていない状況があります。

また、コロナ禍を経て、情報のデジタル化、発信方法の多様化が進み、普段スマートフォンを使わない高齢
者等に、福祉情報が伝わりにくい状況が懸念されます。

≪現在課題になっていること≫　

地域住民が必要としている福祉情報を、世代、カテゴリー別に把握し、その上で、必要な人に、必要な情報
が届く発信方法についても併せて検討し、受け手に届きやすい情報発信を行います。

≪課題を解決するための目標≫

（ ４ ） 住民の生活上の困りごとを把握する仕組みづくり
（ ６ ） 地域住民みんながつながれるイベントの開催
（ ９ ） 分野を超えた相互理解の場づくり
（11） “福祉（ふくし）”に触れる機会を増やす
（13） 地域、学校等と協働した働きかけ

≪一緒に推進していく実施事項≫

●地域住民と福祉施設、企業を結ぶ取り組みの実施。
●〝地域のつながりづくり〟を考えるセミナーの開催

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

検討 実施 → → →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

８０５０世帯など、さまざまな問題を抱えている世帯の増加、顕在化に伴い、高齢や障がい、児童など
福祉関係者同士の分野を超えた連携の必要性が高まっています。

各福祉分野の専門職が顔の見える関係をつくり、継続的な連携や相互理解ができる機会を設けます。

（9）分野を超えた相互理解の場づくり

（ ８ ） 地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり
≪一緒に推進していく実施事項≫

●既存の専門職ネットワークと連携した福祉関係者同士のつながりづくり。
●学区等小地域単位で、福祉関係者等がつながれる機会を設ける。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

検討・調整 実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度
 

必要な福祉情報の整理、発信目標6
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地域住民が知りたい、必要としている福祉情報を、世代別、カテゴリー別に把握、また、情報の発信方
法が多様化する中で、必要な人に必要な情報が届く仕組みについても検討します。

（10）必要な情報を必要な人に届ける取り組み

（ ２ ） 地域活動への参加促進
（ ５ ） インフォーマルサービスの活用促進
（14） 活動につながる「人材」を発掘する取り組み

≪一緒に推進していく実施事項≫

●福祉情報ニーズの把握方法の検討。
●受け手に合わせた柔軟な情報発信の方法を検討。
●スマートフォン、ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）に関する講座

の実施。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

→→調整・検討 実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

地域を構成しているのは地域住民だけではなく、その地域を拠点とする福祉施設や企業も含まれる
という考えのもと、福祉施設や企業に、地域のイベントへ参加していただくなど、地域住民・福祉施設・
企業をつなげる取り組みを実施します。

（8）地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり

現在、様々な機関が、紙媒体、インターネット、ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）など多様な方法で情
報発信を行っていますが、必要な人に必要な情報が届いていない状況があります。

また、コロナ禍を経て、情報のデジタル化、発信方法の多様化が進み、普段スマートフォンを使わない高齢
者等に、福祉情報が伝わりにくい状況が懸念されます。

≪現在課題になっていること≫　

地域住民が必要としている福祉情報を、世代、カテゴリー別に把握し、その上で、必要な人に、必要な情報
が届く発信方法についても併せて検討し、受け手に届きやすい情報発信を行います。

≪課題を解決するための目標≫

（ ４ ） 住民の生活上の困りごとを把握する仕組みづくり
（ ６ ） 地域住民みんながつながれるイベントの開催
（ ９ ） 分野を超えた相互理解の場づくり
（11） “福祉（ふくし）”に触れる機会を増やす
（13） 地域、学校等と協働した働きかけ

≪一緒に推進していく実施事項≫

●地域住民と福祉施設、企業を結ぶ取り組みの実施。
●〝地域のつながりづくり〟を考えるセミナーの開催

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

検討 実施 → → →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

８０５０世帯など、さまざまな問題を抱えている世帯の増加、顕在化に伴い、高齢や障がい、児童など
福祉関係者同士の分野を超えた連携の必要性が高まっています。

各福祉分野の専門職が顔の見える関係をつくり、継続的な連携や相互理解ができる機会を設けます。

（9）分野を超えた相互理解の場づくり

（ ８ ） 地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり
≪一緒に推進していく実施事項≫

●既存の専門職ネットワークと連携した福祉関係者同士のつながりづくり。
●学区等小地域単位で、福祉関係者等がつながれる機会を設ける。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

検討・調整 実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度
 

必要な福祉情報の整理、発信目標6
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福祉について受動的に学ぶだけでなく、高齢者や障がい当事者など様々な方と交流できる場をつく
り、そこで自分の力を発揮しながら能動的に関わることで、お互いに学び合う双方向の関わりを持つ機
会を創ります。

（１２）“双方向”でふれあい、学び合う機会をつくる

（ ６ ） 地域住民みんながつながれるイベント開催
（13） 地域、学校等と協働した働きかけ

≪一緒に推進していく実施事項≫

●学生等が講師の立場になり、異なる世代向けに講座等を実施。
●学生とその他世代が参加、交流できるイベント等を実施。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

世代間で交流する機会の減少、また、個人主義の考え方の広まりなどにより、近年、福祉への興味・関心が
低下してきています。

福祉は誰にとっても大切であり、我が事として考えていただくことが理想としてありますが、今まで、学校以
外での地域において福祉への理解促進に係る取組みが十分できていたとは言えず、地域住民の方に理解が
広がっていないという状況があります。

≪現在課題になっていること≫　

学校単位、学区等地域単位で、福祉体験、障がい当事者の講話などを盛り込んだ「ふくし講座プログ
ラム」を実施し、福祉に触れ、福祉・人権について考えていただく機会をつくります。また、プログラム内
容の更なる充実について検討します。

（11）〝福祉（ふくし）〟に触れる機会を増やす

福祉への理解促進を目的に、地域において福祉に関する講座、行事等を開催し、身近なところで福祉に触
れてもらうことで、幅広い層の方が、福祉・人権について考えていただくきっかけをつくります。

≪課題を解決するための目標≫

核家族化が進んでいる社会的背景、また、コロナ禍による地域の行事、イベントの開催中止などにより、学
生等の若い世代が、高齢者などの異世代と交流する機会が減少してきています。一方、社協で実施している
福祉体験学習も、小学校、中学校内で完結することが多く、若い世代が自分たちの地域で福祉に触れたり、考
えたりする機会も少なく、福祉への関心も薄れてきている傾向があります。

≪現在課題になっていること≫　

若い世代に、能動的に福祉に関わりを持ってもらえる企画、取組みを実施し、世代間交流などを通じて、福
祉について考え、地域の様々な方と関わる楽しさを知ってもらうことで、今後も福祉に関心を持ち続けてもら
えるよう働きかけを行います。

≪課題を解決するための目標≫

（ ６ ） 地域住民のみんながつながれるイベント開催
（ ８ ） 地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり

≪一緒に推進していく実施事項≫

●学区等地域単位でイベントを開催し、“福祉”への理解促進を進める。
●「ふくし講座プログラム」の実施、プログラム内容の更なる充実。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

プログラム推進 → →

プログラム内容
の検討

→ →

実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

実施 → →検討・見直しモデル実施

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

Cチーム 「地域福祉の入り口づくりと継続支援」

“福祉（ふくし）”への理解促進目標7

児童、生徒、学生へのアプローチ目標8
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福祉について受動的に学ぶだけでなく、高齢者や障がい当事者など様々な方と交流できる場をつく
り、そこで自分の力を発揮しながら能動的に関わることで、お互いに学び合う双方向の関わりを持つ機
会を創ります。

（１２）“双方向”でふれあい、学び合う機会をつくる

（ ６ ） 地域住民みんながつながれるイベント開催
（13） 地域、学校等と協働した働きかけ

≪一緒に推進していく実施事項≫

●学生等が講師の立場になり、異なる世代向けに講座等を実施。
●学生とその他世代が参加、交流できるイベント等を実施。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

世代間で交流する機会の減少、また、個人主義の考え方の広まりなどにより、近年、福祉への興味・関心が
低下してきています。

福祉は誰にとっても大切であり、我が事として考えていただくことが理想としてありますが、今まで、学校以
外での地域において福祉への理解促進に係る取組みが十分できていたとは言えず、地域住民の方に理解が
広がっていないという状況があります。

≪現在課題になっていること≫　

学校単位、学区等地域単位で、福祉体験、障がい当事者の講話などを盛り込んだ「ふくし講座プログ
ラム」を実施し、福祉に触れ、福祉・人権について考えていただく機会をつくります。また、プログラム内
容の更なる充実について検討します。

（11）〝福祉（ふくし）〟に触れる機会を増やす

福祉への理解促進を目的に、地域において福祉に関する講座、行事等を開催し、身近なところで福祉に触
れてもらうことで、幅広い層の方が、福祉・人権について考えていただくきっかけをつくります。

≪課題を解決するための目標≫

核家族化が進んでいる社会的背景、また、コロナ禍による地域の行事、イベントの開催中止などにより、学
生等の若い世代が、高齢者などの異世代と交流する機会が減少してきています。一方、社協で実施している
福祉体験学習も、小学校、中学校内で完結することが多く、若い世代が自分たちの地域で福祉に触れたり、考
えたりする機会も少なく、福祉への関心も薄れてきている傾向があります。

≪現在課題になっていること≫　

若い世代に、能動的に福祉に関わりを持ってもらえる企画、取組みを実施し、世代間交流などを通じて、福
祉について考え、地域の様々な方と関わる楽しさを知ってもらうことで、今後も福祉に関心を持ち続けてもら
えるよう働きかけを行います。

≪課題を解決するための目標≫

（ ６ ） 地域住民のみんながつながれるイベント開催
（ ８ ） 地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり

≪一緒に推進していく実施事項≫

●学区等地域単位でイベントを開催し、“福祉”への理解促進を進める。
●「ふくし講座プログラム」の実施、プログラム内容の更なる充実。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

プログラム推進 → →

プログラム内容
の検討

→ →

実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

実施 → →検討・見直しモデル実施

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

Cチーム 「地域福祉の入り口づくりと継続支援」

“福祉（ふくし）”への理解促進目標7

児童、生徒、学生へのアプローチ目標8
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子育て世代、企業など、これまで地域活動、ボランティア活動に関わっていなかった層が、活動参加の
障壁になっていることなどを把握し、その結果を基に、新たな人材の発掘に向けた取り組みを検討、実
施します。

（１４）活動につながる「人材」を発掘する取り組み
従前、福祉体験学習等で関わりのある小学校、中学校に加え、今まで関わりの薄かった高等学校、専

門学校等と協働した取り組みを検討、実施します。また、自分たちの地域の中で福祉に触れる機会を提
供することで、地域に愛着を持っていただけるよう働きかけを行います。

（１３）地域、学校等と協働した働きかけ

（ ８ ）地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり
（12）“双方向”でふれあい、学び合う機会をつくる

≪一緒に推進していく実施事項≫

●地域、学校等が協働した取り組みを実施します。
●高等学校、専門学校等と協働した取り組みを実施します。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

モデル実施 検討、見直し 実施 → →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

少子高齢化、共働き世帯の増加、個人主義の考え方の広まりなどの社会生活の変化により、ボランティア活
動など福祉への関心が薄れ、ボランティア等福祉に関わっている担い手の高齢化、人材不足が顕著になって
きています。

さらに、コロナ禍による活動の自粛、活動先の減少などにより、モチベーションを失い、活動から離れてしま
う方も多く、現活動者への支援も課題となっています。

≪現在課題になっていること≫　

子育て世代、企業など、これまで福祉活動、ボランティア活動に関わっていなかった層へ働きかけを行い、新
たな人材の発掘を進めます。また、活動を継続してもらうためのフォロー体制を構築します。

≪課題を解決するための目標≫

（ ２ ）地域活動への参加促進
（ ６ ）地域住民みんながつながれるイベントの開催
（10）必要な情報を必要な人に届ける取り組み

≪一緒に推進していく実施事項≫

●新たな人材確保に向けて、現役世代等への意識調査を実施。
●子育て世代（３、４歳～高校、大学生の子どもを持つ親等）や企業等、新たな層へ働きかけ。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

把握方法の
検討

把握、その後の
取組みの検討 実施

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

現在、取り組まれている地域活動やボランティア活動が継続できるよう、活動者同士の交流の機会を
設けるなど、ノウハウの共有、モチベーションの維持など、活動を続けていただくためのフォロー体制づ
くりに取り組みます。

（１５）活動の継続に向けたフォロー体制づくり

（ 1 ）交流のできる「居場所」づくり
≪一緒に推進していく実施事項≫

●既に活動している方の様々な交流の場をつくる。
●活動の継続に向けての情報提供、気軽に相談できる体制の整備。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

継続実施 → 検討、見直し 実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

人材の発掘とボランティア継続への支援目標9
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子育て世代、企業など、これまで地域活動、ボランティア活動に関わっていなかった層が、活動参加の
障壁になっていることなどを把握し、その結果を基に、新たな人材の発掘に向けた取り組みを検討、実
施します。

（１４）活動につながる「人材」を発掘する取り組み
従前、福祉体験学習等で関わりのある小学校、中学校に加え、今まで関わりの薄かった高等学校、専

門学校等と協働した取り組みを検討、実施します。また、自分たちの地域の中で福祉に触れる機会を提
供することで、地域に愛着を持っていただけるよう働きかけを行います。

（１３）地域、学校等と協働した働きかけ

（ ８ ）地域住民・福祉施設・企業のつながりづくり
（12）“双方向”でふれあい、学び合う機会をつくる

≪一緒に推進していく実施事項≫

●地域、学校等が協働した取り組みを実施します。
●高等学校、専門学校等と協働した取り組みを実施します。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

モデル実施 検討、見直し 実施 → →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

少子高齢化、共働き世帯の増加、個人主義の考え方の広まりなどの社会生活の変化により、ボランティア活
動など福祉への関心が薄れ、ボランティア等福祉に関わっている担い手の高齢化、人材不足が顕著になって
きています。

さらに、コロナ禍による活動の自粛、活動先の減少などにより、モチベーションを失い、活動から離れてしま
う方も多く、現活動者への支援も課題となっています。

≪現在課題になっていること≫　

子育て世代、企業など、これまで福祉活動、ボランティア活動に関わっていなかった層へ働きかけを行い、新
たな人材の発掘を進めます。また、活動を継続してもらうためのフォロー体制を構築します。

≪課題を解決するための目標≫

（ ２ ）地域活動への参加促進
（ ６ ）地域住民みんながつながれるイベントの開催
（10）必要な情報を必要な人に届ける取り組み

≪一緒に推進していく実施事項≫

●新たな人材確保に向けて、現役世代等への意識調査を実施。
●子育て世代（３、４歳～高校、大学生の子どもを持つ親等）や企業等、新たな層へ働きかけ。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

把握方法の
検討

把握、その後の
取組みの検討 実施

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

現在、取り組まれている地域活動やボランティア活動が継続できるよう、活動者同士の交流の機会を
設けるなど、ノウハウの共有、モチベーションの維持など、活動を続けていただくためのフォロー体制づ
くりに取り組みます。

（１５）活動の継続に向けたフォロー体制づくり

（ 1 ）交流のできる「居場所」づくり
≪一緒に推進していく実施事項≫

●既に活動している方の様々な交流の場をつくる。
●活動の継続に向けての情報提供、気軽に相談できる体制の整備。

〈具体的な取り組み例〉

〈行動計画（令和６年度～１０年度）〉

継続実施 → 検討、見直し 実施 →

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

人材の発掘とボランティア継続への支援目標9
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策定後記

Aチーム

7　第５次西区地域福祉活動計画推進体制
前述のとおり、「活動計画」は、地域住民を始めとした西区の関係者みなさんに主体的に関わっていただきなが

ら進めていく、〝住民参加型〟の計画となります。
したがって、本計画推進段階においても、地域住民、福祉関係施設・団体、行政機関等にご参画いただいた「第５
次西区地域福祉活動計画推進委員会」、「第５次西区地域福祉活動計画推進チーム」を設置し、第５次活動計画を
実施、推進していきます。

第５次活動計画 推進委員会
●事業内容について協議
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Ａチームは、前計画からの継続メンバーに、新たなメン
バーが加わり、心機一転、策定作業に取り組みました。
検討を進める中で、第５次活動計画では、社会とのつなが

れていない方の「居場所」づくり、地域の中で潜在化している
住民の「困りごと」の把握など、新たな取り組みも加えました。
チームメンバーの中には、計画記載事項の「高齢者の地
域活動の促進」を体現されている方が多く、「活動を継続
していくことが大事」というお声もありました。みなさんの
〝パワー〟をエネルギーとしながら、第５次活動計画を進め
ていきます。

Bチームには新たなメンバーが多く加わり、前計画に新た
な視点を取り入れて策定を進めました。
内容はさまざまな〝つながりづくり〟を主なポイントとし、
地域住民同士や地域住民と福祉施設、地域住民と企業、福
祉専門職同士などのつながりの強化を目指したものとなっ
ています。
策定作業終盤に、チーム員からの「このチームでさまざま

な方と出会うことができて楽しかった、勉強になった。」とい
う声をお聞きし、このような「顔の見える関係」を西区に広げ
たいと改めて感じました。

Cチームは、幅広い年代や立場のメンバーが集まり、様々
な視点からの「地域福祉」を考える機会となり、賑やかな意
見交換をしてきました。
第５次活動計画では、“若い世代”の具体的な対象をイ

メージし、関心をもってもらえること、参加してもらえること
を意識して検討しました。
今あるものを大切にしつつ、「ふくし」を通じてつながるこ

とで西区らしい化学反応が生まれるよう、年代や属性を越
えてふれあい、学びあえる取り組みを進めていきたいと思
います。
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　（２）学識経験者
　（３）西区社会福祉協議会総括理事
　（４）ワーキングチーム代表者
２　策定作業委員会に委員長及び副委員長を各１名置き、委員長は西区社会福祉協議会会長、副委員
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氏　名ワーキング 所　　属

（
A
チ
ー
ム
）

「
つ
な
が
り
支
え
あ
う
地
域
づ
く
り
支
援
」

（
Ｂ
チ
ー
ム
）

「
人
や
組
織
の
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
」

（
Ｃ
チ
ー
ム
）

「
地
域
福
祉
の
入
り
口
づ
く
り
と
継
続
支
援
」





社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会

計画期間：
令和６年度～１０年度

NISHIKU

誰も取り残さない、
地域で暮らすみんなが自分らしく暮らせる西区にしよう

誰も取り残さない、
地域で暮らすみんなが自分らしく暮らせる西区にしよう

第５次 西区地域福祉活動計画

NISHIKU


